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火災通報装置等の設置状況について

令 和 ６ 年 1 2 月 2 4 日

消 防 庁 予 防 課

令和６年度 消防用設備等の設置・維持のあり方に関する検討部会（第２回）



火災通報装置等の設置状況について

用途別の設置状況

特例電話（固定電話の設置に加え以下の条件により、火災通報装置を特例免除しているもの）
１ 次のいずれかに該当する防火対象物又はこれらに類する利用形態若しくは規模の防火対象物であって、消防
機関へ常時通報することができる電話が常時人がいる場所に設置されており、かつ、当該電話付近に通報内容
（火災である旨並びに防火対象物の所在地、建物名及び電話番号の情報その他これに関連する内容とすること。
以下同じ。）が明示されているもの。
(1) 令別表第１（５）項イのうち、宿泊室が10以下であるもの
(2) 令別表第１（６）項イ⑶）又は⑷のうち、病床が19以下であるもの

２ １以外の防火対象物であって、次のすべての要件に該当するもの
(1) 消防機関へ常時通報することができる電話が、防災センター等常時人がいる場所に設置されていること
(2) 電話の付近に通報内容が明示されていること
(3) 定期的に通報訓練が行われていること。
(4) 夜間においても火災初期対応を行うために所要の人数の勤務員が確保されていること

※ 令和６年度防火対象物実態等調査の結果（令和６年３月31日時点）の結果をもとに作成

1

2,044 

6,640 

3,285 

3,615 

1,731 

3,648 

51,571 

219,989 

54,184 

172,667 

54,898 

85,437 

0 50,000 100,000 150,000 200,000

物品販売店舗

（４）項

共同住宅

（５）項ロ

学校

（７）項

工場

（12）項イ

倉庫

（14）項

その他

事務所等

（15）項

固定電話で代替できる用途

火災通報装置を設置

固定電話（３項電話）

21,414 

4,562 

2,098 

6,610 

4,833 

56,622 

27,837 

4,560 

917 

3,423 

216 

6,761 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

ホテル・旅館

（５）項イ

病院

（６）項イ⑴

（例：総合病院）

診療所（泊有）

（６）項イ⑵

病院

（６）項イ⑶

（例：産婦人科病院）

診療所（泊無）

（６）項イ⑷

有料老人ホーム

障害者支援施設 等

（６）項ロ

老人デイサービス

保育園 等

（６）項ハ

固定電話で代替できない用途

火災通報装置を設置

特例電話


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	空白ページ



